
                                        

 

資料３ 

今後の総会開催スケジュールについて 

 

 [令和２年度] 

○令和２年 １２月  ８日（火） 

○令和３年  ２月 １６日（火） 

[令和３年度] 

○令和３年  ４月 １３日（火） 

○令和３年  ６月  ８日（火） 

○令和３年  ８月 １７日（火） 

○令和３年 １０月 １２日（火） 

○令和３年 １２月 １４日（火） 

○令和４年  ２月  ８日（火） 

 

      

・開催日については、原則、偶数月の第２火曜日とする。 

    ただし、第２火曜日が祝日等の場合は、第３火曜日としている。 

・審議案件がない場合は中止とする。 

・必要に応じ、上記以外の日に開催することを妨げない。 


